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研究の概要（４行以内） 
現代の日本社会において、人びとは日常的にどのような法律問題や紛争を経験し、そしてそ

の問題や紛争にどのように対応しているのであろうか。本研究は、この問を、超高齢社会化と
いう日本社会の大きな変動に焦点を合わせるとともに、定量的および定性的方法を統合して総
合的・実証的に解明し、その知見に基づき司法政策上の提言を行うことを目的とする。 

研 究 分 野：法社会学 
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１．研究開始当初の背景 
 世界の法社会学研究では、1990 年代後半以
降、人びとの紛争経験や紛争対応行動に関す
る研究の重要な発展が見られた。まずイング
ランドにおいて、1996 年から 1997年にかけ
て野心的かつ大規模なサーベイ調査（Paths 
to Justice 調査）が実施され、その成功に触
発されて、その後、オーストラリア、カナダ、
オランダ、ニュージーランド等多くの国々で
同種の調査が実施されることになった。この
動きに呼応して、日本においても、2003年度
より 6年間にわたって人びとの紛争経験や紛
争対応行動に関する大規模な全国調査（科学
研究費補助金特定領域研究「法化社会におけ
る紛争処理と民事司法」〔領域代表者：村山
眞維・明治大学教授〕。以下、「民事紛争全国
調査」）が実施され、その成果は、国内外で
高い評価を得た。 
 しかし、この「民事紛争全国調査」（その
中核をなす調査の実施は 2005 年〜2006 年）
から 10年がたち、とりわけ次の 2 点から、
現在あらためて、人びとの紛争経験や紛争対
応行動に関する大規模な調査研究が必要と
なっている。 
第 1は、日本が超高齢社会に突入したこと

である。高齢化の亢進は、介護、医療、住宅、
財産管理、成年後見、消費者取引等さまざま
な分野で新たなタイプの問題や紛争を発生
させており、それは今後ますます増加してい
くことが予想される。しかし、高齢者をめぐ
る問題や紛争の量的増加および質的変化の
実態についてはいまだ未解明の点が多い。 
第 2は、司法制度改革の進展である。法曹

人口の大幅な増加や総合法律支援制度の創
設等の司法制度改革の進展が、人びとの法律
問題や紛争の経験、それへの対応行動にもた
らす影響を実証的に測定・評価することは、
司法制度改革の政策効果の検証として重要
であるとともに、上記の、日本社会の超高齢
化が人びとの紛争経験や紛争対応行動にも
たらす影響を解明するためにも不可欠の視
点である。 
 
２．研究の目的 
 上記の背景の下で、本研究は、現代の日本
社会において、人びとは日常的にどのような
法律問題や紛争を経験し、そしてその問題や
紛争にどのように対応しているのかを、定量
的方法（全国規模の質問紙調査）および定性
的方法（特徴的な紛争経験者を対象とした半
構造化面接法）を併用して総合的・実証的に
解明するとともに、今後不可避的に生じる高
齢化率のさらなる上昇によってもたらされ
る社会の諸変化に適切に対応していくこと
が可能な司法制度の構築に関して、司法政策
上の提言を行うことを目的とする。 
 
３．研究の方法 
 本研究では以下の 3 つの調査を実施した。 
①紛争経験調査  市民の日常生活におけ

る紛争経験およびそれへの対応行動を明ら
かにする目的で、2017 年 11 月〜12 月、全国
に居住する満 20歳以上の男女 12,000 人（住
民基本台帳から層化二段無作為抽出法によ
り抽出）に対して質問紙調査（郵送法）を実
施した。回収数 4,732 票、回収率 39.4％。 



②訴訟利用調査  民事訴訟の当事者およ
び代理人弁護士が訴訟過程の中でどのよう
な経験をしているか、訴訟が紛争解決におい
ていかなる役割を果たしているかを明らか
にする目的で、2017年 3月～9月に全国の地
方裁判所で民事通常訴訟事件記録の調査を
行い、そこで抽出された事件の当事者・代理
人のうち、調査に応諾した当事者 1,852 人、
代理人 2,155人に対して、2017年 12月～2018
年 2 月に質問紙調査（郵送法）を実施した。
回収数は当事者 464人（回収率 25.1％）、代
理人 285 人（回収率 13.2％）。合わせて、訴
訟の経験者および一般人の法・訴訟に関する
意識を比較する目的で、2018年 3月、インタ
ーネット調査を実施し、満 20 歳以上の個人
3,250 名から回答を得たほか、民事訴訟経験
者 250名からも回答を得た。 
③面接調査  質問紙調査のみでは明らか

にしえない、紛争および諸制度に対する人々
の態度や、相談機関や専門家、司法制度の役
割について、具体的かつ詳細な情報を獲得す
ることを目的に、①および②の調査の回答者
のうち面接調査への応諾意思を示した者か
ら、事案の性質・対象者の年齢・居住地域等
に応じて約 60名を抽出し、2019年 2月より
調査を実施中である。 

 
 
４．これまでの成果 
1）本研究の中核をなす紛争経験調査、訴訟
利用調査とも、当初計画に従い効果的に実施
された。本研究により、10年前の「民事紛争
全国調査」によって収集されたデータと定量
的に比較可能なデータが得られたことは、そ
れ自体として本研究の重要な成果である。 
2）同様に、世界に先駆けて急激に高齢化が
進行している日本における本研究の知見は、
今後日本に続いて高齢化が進行すると予想
される諸外国の研究および司法政策にも重
要なインパクトを与えるものである。 
暫定的データに基づくものであるが、すで

にいくつかの興味深い知見も獲得された。 
3）紛争経験調査のデータからは、職場をめ
ぐる問題や紛争が、この 10 年間でかなり高
まっていることが観察される。 
4）同じく紛争経験調査のデータからは、高

齢者をめぐる問題や紛争が、高齢者自身が直
面する問題・紛争と、高齢者をめぐってその
家族が直面する問題・紛争に分節化されるこ
とが示唆される。 
5）他方、訴訟利用調査のデータからは、た
とえば、原告当事者の間で、訴訟の結果に対
する評価が「満足」と「不満足」に二極分化
していること、とりわけ、このような二極分
化の傾向は本人訴訟原告の間で見られるこ
とが確認された。 
6)訴訟利用調査のデータからは、高齢者の消
費者被害事例で、男性よりも女性の方が法専
門家への相談を躊躇する傾向や、女性の回答
者のほうが高齢の母親が一人暮らしをして
いる点を心配だと配慮する傾向が見られた。
成年後見人となるのにふさわしいと思う者
についての質問からは、「家族・親族」とす
る者が回答者の 33％、「法専門家」とする者
が 31％、「社会福祉専門家」とする者が 12％
との結果が得られた。 

以上に例示した点を含め、本調査によって
得られたデータは、学術的に高い価値を有し
ているのみならず、司法政策の改善に資する
可能性も高いものである。 
 
５．今後の計画 
紛争経験調査および訴訟利用調査のデー

タクリーニングは 2019 年 3 月を目処に完了
する予定であり、2019年度より、調査データ
の分析を加速する。面接調査も、2019 年度前
半には全てのケースの調査を完了する。それ
らの分析結果は、今後内外の学会等において
発表する。国内外の専門雑誌に研究成果をま
とめた論文を投稿するとともに、本研究の最
終成果物として、複数巻からなる専門書を作
成・出版する準備を進めている。 
 
６．これまでの発表論文等 
・ 佐藤岩夫「高齢者をめぐるトラブルと対

応行動」D・フット他編『法の経験的社
会科学の確立に向けて』信山社、275-292
頁、2019 年。 

・ 濱野亮「弁護士急増がもたらしているも
の」D・フット他編『法の経験的社会科
学の確立に向けて』信山社、107-132頁、
2019年。 

・ 太田勝造「認知症高齢者への介護行動と
法的判断」『法と実務』14 号、243-286
頁、2018 年。 

・ 佐藤岩夫「超高齢社会における紛争経験
と司法政策プロジェクト：『暮らしのな
かの困りごとに関する全国調査』の実施
に向けて」『中央調査報』721 号、1-7 頁、
2017年。 

 
7．ホームページ等 

http://web.iss.u-tokyo.ac.jp/cjrp/ 
  cjrp@iss.u-tokyo.ac.jp 


